
  

昭和50年労働経済の分析 参考資料
1.   総合的雇用指標について

雇用動向の判断に利用される労働経済指標はいろいろあるが,各指標の変化の方向は,同一の場合もあれば
異なる場合もある。このため雇用動向について総合的に判断を下すことが難しい。そこで雇用動向につ
いて的確な判断を下すために,いくつかの指標を合理的な手法で総合化する総合的雇用指標(注1)の作成を
試みた。

各指標の総合化に当たっては,コンポジット・インデックスの手法を用い,雇用調整指標,総合雇用指標およ
び基幹雇用指標の3指標を作成した。

(注1)作成に当たっては,アメリカ商務省経済分析局“Business Conditions Dy-gest"のcomposite indexesを参考にした。な
お,composite indexesの概要は同紙1968年11月号p.107,作成方法は同紙1974年5月号p.110に詳しい。
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
1.   総合的雇用指標について
(1)   コンポジット・インデックスの作成手法

コンポジット・インデックスは数個の指標を構成指標として,以下のように各指標の月々の変化率をもと
に基準年次(ここでは昭和45年)を100として作成される。

l番目(1=1,2,…,n)の構成指標のi月(i=i,2,…,N)の季節修正値をXil,月変化率Zilを次式により求める。

Zil=Xil-Xi-1l／Xil+Xi-1l×200

月変化率るZilの絶対値平均Zlを求める。

Z―l=ΣNi=2｜Zil｜/N-1

月変化率を基準化する。

Z―il=Zil/Z―l

基準化した月変化率の平均値を求める。

Si＝Σni=1Z―il/n(注2)

これを再び基準化する。

S―=ΣNi=2｜Si/N-1

S―i=Si/S―

ここで得られたS―iがi月のコンポジット・インデックスの月変化率となり,次の要領で基準年次(ここでは
昭和45年)を100とするコンポジット・インデックスが得られる。

y'i＝y'i-1200＋S―i/200-S―i (y'1=100)

yi＝y'i/y'45A×100 (y'45A；y'の45年平均)

このようにして得られたコンポジット・インデックスは,次のような特徴をもっている。

(イ)各構成指標はコンポジット・インデックスに同等の効果を及ぼすように調整されている。 

(ロ)コンポジット・インデックスの過去の月変化率の平均が1％となるよう調整されている。 
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(注2)離職率と完全失業率の場合は-Z―ilとして和を求める。
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
1.   総合的雇用指標について
(2)   3指標の構成と算定値
1)   雇用調整指標

この指標は,製造業の入職率,離職率,所定外労働時間(いずれも労働省「゜毎月勤労統計」)および全産業の
新規求人数(労働省「職業安定業務統計」)を構成指標として作成されている。期間は昭和32年1月から昭
和50年12月までである(第1表)。

各構成指標は企業が行う各種の雇用調整を表す指標として選ばれており,したがって雇用調整指標は雇用
調整の程度を総合的にとらえた指標であるといえる。

第1表 雇用調整指標

昭和50年 労働経済の分析
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
1.   総合的雇用指標について
(2)   3指標の構成と算定値
2)   総合雇用指標

この指標は,製造業常用雇用指数(労働省「毎月勤労統計」),完全失業率(総理府統計局「労働力調査」)お
よび有効求人倍率(労働省「職業安定業務統計」)を構成指標として作成されている。期間は昭和34年1月
から昭和50年12月までである(第2表)。

この各構成指標は,雇用,失業水準および労働力需給の状況を表す代表的な指標として選ばれており,した
がってこの指標は,雇用の動向を総合的にとらえた指標であるといえる。

第2表 総合雇用指標

昭和50年 労働経済の分析
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
1.   総合的雇用指標について
(2)   3指標の構成と算定値
3)   基幹雇用指標

この指標は,製造業の管理・事務・技術男子雇用指数,40歳以上の完全失業率および重化学工業雇用指数を
構成指標として作成されている。各構成指標は,この指標を作成するために新たに作成されたものであ
る。期間は昭和38年1月から昭和50年12月までである(第3表)。

第3表 基幹雇用指標

各構成指標は以下の要領で作成されている。

製造業の管理・事務・技術男子雇用指数は,製造業の管理・事務・技術男子労働者数(労働省「毎月勤労統
計」)をもとに,3年ごとの標本抽出替えによるギャップ修正をほどこして昭和45年平均を100として指数
化したものである(第4表)。

40歳以上の完全失業率は,年齢階級別の労働力人口と完全失業者数(総理府統計局「労働力調査」)をもと
に算出したものである(第5表)。

昭和50年 労働経済の分析



第4表 管理・事務・技術男子雇用指数

第5表 40歳以上完全失業率

また,重化学工業雇用指数は製造業の業種別雇用指数(労働省「毎月勤労統計」)のうち化学,鉄鋼,非鉄金属,
金属製品,一般機械,電気機器および輸送用機器の各業種の雇用指数を昭和45年の労働者数で加重平均して
作成した指数である(第6表)。

この基幹雇用指標は,比較的雇用調整の対象になりにくい雇用者層を対象としている。いいかえれば雇用
調整がこの層にまで及ぶことは雇用調整が相当に深刻化したことを示しているといえる。

昭和50年 労働経済の分析



第6表 重化学工業雇用指数

(注3)EPA法X-4Cによる季節修正値(TGI系列)である。
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
2.   ディフュージョン・インデックスについて

ディフュージョン・インデックスは,一般的に統計指標群の変化(増減)の拡散を示す指標である。各統計
指標の増加または減少を判別するための比較期間によって,ディフュージョン・インデックスは数通りの
計算ができる。比較期間(span)としては1か月,3か月,6か月などがある。計算方法は各統計指標を季節修
正して比較期間内に増加した指標には1のウェイトを,変化しなかつた指標には0.5のウェイトを,減少した
指標には0のウェイトを与える。そしてウェイトの総和を,群を構成する指標の数で除したものがディ
フュージョン・インデックスとなる(注)。

以下は,業種別の指標を用いた雇用と所定外労働時間のディフュージョン・インデックスの作成要領とそ
の結果である。

(注)比較期間3か月の場合は2番目の月,比較期間6か月の場合は3番目の月のディフュージョン・インデックスである。
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
2.   ディフュージョン・インデックスについて
(1)   雇用のディフュージョン・インデックス

鉱業,建設業,卸売業・小売業,金融・保険業,運輸・通信業,電気・ガス・水道・熱供給業および製造業中分
類20業種(食料品・たばこ,繊維,衣服,木材,家具,パルプ・紙,出版・印刷,化学,石油・石炭,ゴム,なめしかわ,
窯業・土石,鉄鋼,非鉄金属,金属製品,一般機械,電気機器,輸送用機器,精密機器およびその他)の26業種と以
上の業種に不動産業とサービス業の2業種を加えた28業種について作成した。労働省「毎月勤労統計」の
常用雇用指数をもとに26業種については昭和30年1月から昭和50年12月までのデータを用いて,28業種に
ついては昭和46年1月から昭和50年12月までのデータを用いて作成した(第1表および第2表)。

第1表 雇用のディフュージョン・インデックス

昭和50年 労働経済の分析



第2表 雇用のディフュージョン・インデックス
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
2.   ディフュージョン・インデックスについて
(2)   所定外労働時間のディフュージョン・インデックス

製造業中分類20業種(前記と同じ)について労働省「毎月勤労統計」の昭和35年1月から昭和50年12月まで
の所定外労働時間指数をもとに作成した(第3表)。

第3表 製造業所定外労働時間のディフユージョン・インデックス

昭和50年 労働経済の分析
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について

今回不況期に「過剰雇用」を推計する試みが各方面で行われた。主な推計値および推計方法を示すと次
のとおりである。 
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(1)   経済企画庁の推計
1)   推計値

製造業就業者60万3,000人(過剰就業率5.8％)
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(1)   経済企画庁の推計
2)   推計方法

各業種ごとに次の方法により算出した過剰就業者数を合計したものである。

1)昭和49年6月時点の労働省「求人等実態調査」による欠員率(a)と同月の鉱工業生産指数(b)をもと
に欠員率がゼロのときの生産指数(c)を求める。

c=b/1+a(aは小数) 

2)cの生産水準が実現していた時点の雇用(常用雇用指数d)と生産との比例関係が昭和50年6月にも成
立しているとして,50年6月の生産指数(e)から同月の適正雇用指数(f′を求める。

c:d=e:f′f′=e/c×d 

3)昭和50年6月の常用雇用指数(f)とf′との差に45年工業統計表による就業者数(L)を乗じて過剰就業
者数(N)を求める。

N=L×(f-f′) 

(注1)過剰就業率=過剰就業者数÷適正就業者数(注2)生産指数は,通産省「通産統計」,常用雇用指数は労働
省「毎月勤労統計」による(以下同じ)。
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(1)   経済企画庁の推計
3)   資料出所

経済企画庁「昭和50年経済の回顧と課題」(昭和50年12月)
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(2)   関西経済同友会の推計
1)   推計値

製造業雇用者141万人(過剰雇用率12.7％)卸売業・小売業雇用者76万人(同11.1％)
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(2)   関西経済同友会の推計
2)   推計方法

過剰雇用者数=｛1-(昭和50年5月の労働生産性指数/昭和48年度ピーク時労働生産性指数)}×昭和50年5月
の雇用労働者数

(注1)過剰雇用者数は総理府統計局「労働力調査」ベース

(注2)労働生産性のピークは製造業は昭和48年11月,卸売業・小売業は49年1月

(注3)労働生産性指数=生産指数÷常用雇用指数(卸売業・小売業の生産指数は,通産省「商業販売額指数」
を卸売物価指数と消費者物価指数を卸売・小売の販売額ウェイトで総合してデフレートしたもの)

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和50年 労働経済の分析



  

昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(2)   関西経済同友会の推計
3)   資料出所

関西経済同友会「本年度補正予算編成についての意見」(昭和50年8月)
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(3)   三和銀行の推計
1)   推計値

製造業就業者107万人

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和50年 労働経済の分析



  

昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(3)   三和銀行の推計
2)   推計方法

過剰就業者数={1-(昭和50年4～6月期の時間たり労働生産性指数/昭和48年10～12月期の時間当たり労働
生産性指数)×(昭和50年4～6月期の総実労働時間/昭和48年10～12月期の所定内労働時間+50年4～6月期
の所定外労労働時間)}×昭和50年4～6月期の製造業就業者数(注1)過剰就業者数は「労働力調査」ベース
(注2)時間当たり労働生産性指数=生産指数÷(総実労働時間指数×常用雇用指数)(注3)労働時間および同
指数は,労働省「毎月勤労統計」による。
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(3)   三和銀行の推計
3)   資料出所

三和銀行「経済月報」(昭和50年9月号)
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3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(4)   日経ビジネスの推計
1)   推計値

全産業就業者156万7,000人(過剰就業率11.3％)製造業就業者85万9,000人(同11.9％)
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(4)   日経ビジネスの推計
2)   推計方法

過剰就業者数={1-(昭和50年7月の労働生産性指数/昭和48年10～12月期の労働生産性指数)}×昭和50年7
月の就業者数(注1)昭和50年7月の就業者数は,48年10～12月期の大蔵省「法人企業統計」による従業者数
に同期から50年7月までの常用雇用指数の伸びを乗じて求めたものである。

(注2)労働生産性指数=生産指数÷常用雇用指数
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(4)   日経ビジネスの推計
3)   資料出所

「日経ビジネス」(昭和50年10月13日号)
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3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(5)   住友銀行の推計
1)   推計値

製造業過剰雇用率13.0％
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昭和50年労働経済の分析 参考資料
3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(5)   住友銀行の推計
2)   推計方法

過剰雇用率={(昭和50年6月の常用雇用指数/昭和48年11月の常用雇用指数)÷(昭和50年6月の生産指数/昭
和48年11月の生産指数)-1}
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3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(5)   住友銀行の推計
3)   資料出所

住友銀行「経済レポート」(昭和50年8月22日号)
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3.   いわゆる「過剰雇用」の推計について
(6)   その他

1)下川氏(日本経営者団体連盟)の推計製造業就業者202万人(生産のピークからボトムまでの減少率
20％)-(同期間の常用労働者の減少率6.5％)×製造業就業者1500万人(「日経連タイムズ」昭和50年
12月11日号による) 

2)佐貫氏(日本開発銀行設備投資研究所)の推計262万人(「日本経済新聞」昭和51年2月13日号によ
る) 

3)NHKの推計主要企業従業者の8.8％昭和50年10月下旬～11月上旬の間に主要企業104社を対象に
行ったアンケート調査で,過剰雇用があると回答した37社についての平均値(NHKニュースセンター
経済部資料による) 

4)社団法人日本能率連盟人間能力開発センターの推計大手企業従業者の約13％昭和50年10月～11
月に,大手企業48社を対象に行った調査で,過剰雇用があると回答した33社の平均値。

(人間能力開発センター「50年不況下における企業の過剰労働力とその対応」(昭和50年1月)による)
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について

ヨーロッパ諸国では,解雇に関して,法律あるいは協約によって一定の制限を設けており,1974年～75年の
不況に際して多くの国でその機能が強化された。以下,イギリス,西ドイツ,フランス,ベルギー,オランダ,イ
タリア6か国の解雇制限に関する制度を紹介する。

なお,これは,主として各国での事情聴取にもとづくものである。 
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(1)   イギリス
1)   「1972年7月雇用契約法」による解雇手続

この法律では13週間以上勤続した労働者を解雇しようとする場合の予告期間を次のように定めている。
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(1)   イギリス
2)   「雇用保護法(1975年11月成立)」による解雇制限

この法律では,1)剰員解雇の手続,2)正当な理由がない場合の解雇の制限が定められている。

剰員解雇の手続は,次のとおりである。

1)使用者は,剰員解雇をしようとする場合,前もって労働組合に相談するとともに政府に通告をしな
ければならない。

労働組合に相談し,政府に通告する時期は,解雇者数によって次のように定められている。

100人以上の場合…通告予定日の90日以前10人以上100人未満の場合…通告予定日の60日以前 

2)使用者は労働組合の意見を検討し,それを受け入れることができない場合は,その理由を明らかに
しなければならない。 

3)以上の手続を経て,使用者は労働者に対して解雇を予告する。予告は,解雇の日より90日以前(解雇
者数100人以上)または30日以前(解雇者数10人以上)でなければならない。 

4)労働組合は,使用者が以上の手続を経ないで解雇したかまたは解雇を予定している場合,労働裁判
所に提訴できる。 

5)労働裁判所は,その訴えが妥当であると認めたときは,調停し,調停が成立しない場合は,90日または
30日分の賃金に相当する手当の支払いを命ずる。 
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(2)   西ドイツ
1)   「解雇制限法(1969年8月)」による解雇制限

この法律によって社会的に不当と認められる解雇が制限されており,解雇の手続と補償のほか,一定数以上
の労働者を解雇しまうとするときの届出等の義務が定められている。

1)届出義務

使用者は,事業所の規模に応じて下記の数の労働者を解雇しようとするときは,経営協議会の意見書
を添付して,解雇の4週間前に雇用事務所に届け出なければならない。

常時20名以上50名未満の労働者を使用する事業所……6名以上常時50名以上500名未満の労働者を
使用する事業所……26名以上または労働者の10％以上常時500名以上の労働者を使用する事業
所……50名以上

2)連邦雇用局の同意

上記届出の受理後雇用局長および公労使各2名で構成される委員会は,当事者の意見を聴取したのち
同意するか否かを決定する。

届出後決定までの期間は最長2か月である。
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(2)   西ドイツ
2)   操業短縮についての経営協議会の同意の必要性

使用者は,操業短縮を一方的に実施することはできず,経営協議会の同意が必要であり,同意書を添付して雇
用局に通告し,かつその同意を得て初めて操短手当が支給される。
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(3)   フランス
1)   解雇予告期間と補償金

労働者の重大な過失による解雇を除くすべての解雇については,勤務年限に応じて,次の解雇予告と補償金
の支払いが法律によって,また法律以上の予告期間や補償金が協約によって定められている。

法律による解雇予告期間と補償金
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(3)   フランス
2)   解雇手続

1)一般的な解雇(1973年7月13日付,個別的な解雇に関する法律,10人以上の労働者を雇用する使用者
に適用される。)

a.使用者は,解雇決定前に解雇しようとする労働者にその意思を伝え,当該労働者の意向を聴取
しなければならない。 

b.解雇の予告を受けた労働者は,使用者に対して文書によってその理由の説明を求めることが
できる。 

c.不当解雇の場合,使用者は,解雇された労働者を復職させるか,6か月分以上の賃金を補償金と
して支払わなければならない。 

2)集団的な解雇(1969年2月の雇用保障に関する全国労働協約,1974年11月の協約)

a.使用者は,企業委員会,企業委員会がない場合は労働者代表に対して,解雇の予告をすることが
必要である。その際,解雇の理由,解雇者数を最少限にするための手段,解雇者の救済策などを文
書で明示することが要求される。 

b.使用者は,企業委員会または労働者代表の意見を尊重しなければならない。 

c.企業委員会または労働者代表が使用者側の提案を受け入れない場合,使用者は,雇用労使委員
会の裁定をあおぐことかできる。この雇用労使委員会は1969年の協約によって各地域に産業
や職業ごとに設けられた労使同数の構成になる委員会である。 

d.使用者が企業委員会または労働者代表に解雇の通告をして最終決定をするまでの期間は,景
気的理由によるときは15日～1か月,構造変化によるときは1～3か月となっており,解雇される
労働者数によってその期間が定められている。 

e.使用者は,解雇を決定した後,労働監督官に解雇許可申請をしなければならない。これは1974
年1月3日法によって強化されたもので,経済的理由による個別的解雇についても適用される。 

f.監督官に申請をした後,次の期間が経過すれば解雇は許可されたことになる。

10人以下の解雇の場合……7日間(さらに7日間延長される場合もある)11人以上の解雇の場
合……30日間 

g.監督官の役割は,(a)解雇理由が正当であるか否か,(b)「1969年協約」が守られているか否
か,(c)解雇者数を最少限にする対策や解雇者の救済策が検討されているか否かをチェックする
ことである。 
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h.監督官から解雇が許可されて初めて,使用者は解雇通告を発することができる。 
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(4)   ベルギー
1)   解雇予告期間

ベルギーでは,解雇予告期間が法律で次の表に示すように定められており,特に勤続年数の長い職員につい
ては,1年をこえる予告期間が必要である。労働協約によってさらに長い予告期間が定められており,筋肉
労働者についても通常1～2か月の予告期間が要求される。

ベルギーの法定解雇予告期間
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(4)   ベルギー
2)   解雇の順序

法的には特に定められたものはなく,企業の慣行や協約によって定められている。先任権制度が普及し七
いるわけではないが,解雇に際しては,おおむね

1)最後に雇用されたものを最初に解雇する, 

2)扶養責任のある者はできるだけ解雇しない, 

3)60歳以上の者を先に解雇する, 

といつたような配慮がなされる。
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(5)   オランダ

集団的解雇については,次のような手続が必要である。

a.労使二者構成による委員会に諮問し,その勧告を受けて政府が認可する。 

b.政府の認可後,勤続年数に応じて1～26週間の解雇予告期間があり,その後解雇される。 
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4.   ヨーロッパ諸国の解雇制限制度について
(6)   イタリア

1966年7月15日に「個別労働者の解雇に関する法律」が制定されたが,これは労働者を政治・宗教上の理
由,労働組合運動への参加などの理由で解雇してはならないことを定めたものである。フランスのように
経済的理由による解雇について定めた法律や協約はない。
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5.   学歴統計の国際比較について
(1)   学歴構造の国際比較

学歴構造を国際比較する場合,各国の教育制度の違いがあるため,単純に比較することはできない。そこで
以下では,日本の教育制度にできるだけ合わせて各国の学歴構造を比較してみたい。

1)日 本

学歴別人口は,昭和25年以降10年ごとの国勢調査で調べられているが,25年は,25歳以上計で集計され
ており,年齢階級別の学歴構造はわからない。また,学歴区分も35年,45年とは異なり,アメリカと同様
修学年限で区分されている。

初等,中等,高等の教育区分は,次のとおりとする。

初等教育修了者……新制中学,高等小学校,青年学校卒業者

中等教育修了者……旧制中学,新制高校卒業者

高等教育修了者……短期大学,高等専門学校,4年制大学,大学院卒業者

うち大学卒業者……4年制大学,大学院卒業者

在学者・未就学者は別掲されている。

2)アメリカ

学歴別人口は1940年以降10年ごとの国勢調査では握できる。

アメリカでは,在学中の者もそれまでに修了した教育年限によって区分され,教育修了者として計上
されている点が日本と異なる。未就学者は別掲されている。

初等,中等,高等の教育区分は,修業年限を日本に合わせて次のとおりとする。

初等教育修了者……elementary schoo1 1～8年修了者およびhigh schoo1 1～3年修了者

中等教育修了者……high school 4年修了者およびcollege 1年修了者

高等教育修了者……college2年以上修了者

うち大学卒業者……co11ege4年以上修了者

3) 西ドイツ

Jahrbuch1974年版により,1970年の年齢別学歴構造がわかる。
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初等,中等,高等教育の区分は,次のとおりとする。

初等教育修了者……Volksschule(国民学校9年制)およびRea-1schule(実科学校,国民学校4年修了後5
年間修業)の卒業者

中等教育修了者……高等学校(ギムナジウム,国民学校4年修了後9年),職業専門学校および工業学校卒
業者(ともに国民学校9年修了後2～3年),なお職業専門学校および工業学校卒業者については,日本の
高等教育修了者に相当する高等職業専門学校および工業大学卒業者が含まれるが,統計上別掲されて
おらず,区分できない。

高等教育修了者……大学卒業者在学者・未就学者は一括して別掲されている。

以上の区分による,アメリカ,西ドイツの学歴別人口は,次のとおりである。

アメリカの年齢階級,性および学歴別人口
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西ドイツの年齢階級,性および学歴別人口
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5.   学歴統計の国際比較について
(2)   学歴別,職業別就業者数の日米比較

日米両国とも国勢調査によって学歴別,職業別の就業者数かは握できる。

ただし,アメリカについては,1970年のみ就業者があり,他は,労働力人口(experienced laborforce,新規学卒
者など労働市場への新規参入者は除く,以下この節では同じ)でしかは握できない。また,1970年について
も,職業細分類は労働力人口によって行われている。

以下では,日本については就業者数,アメリカについては労働力人口を用いて比較することとする。

比較に際しては,日米間で若干の職業分類上の差があるので,次の点を注意しなければならない。

1)「店主」は日本は販売従事者に,アメリカは管理的職業従事者に分類されている。 

2)「製図工」は日本では技能工に,アメリカでは専門的技術的職業従事者に分類されている。 

3)「航空士・機関士」,「航空管制官」,「無線技士」は,日本では運輸通信従事者に,アメリカでは専
門的技術的職業従事者に分類されている。 

学歴別職業別就業者数
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学歴別職業別就業者数
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学歴別職業別労働力人口

学歴別職業別労働力人口

学歴別職業別労働力人口
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専門的技術的職業従事者の内訳男子
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(3) 高学歴者の産業別就業分野の日米比較
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6.   学歴別生涯賃金の推計について

1960年代にアメリカを中心に「教育投資論」や「人的資本論」などが盛んになった。

教育の効果をそれを受けた個人について計測するやり方としては,BeckerやHansen(注1)などが行ったよ
うに,教育に要した費用に対する収益率(ratesofretu「n)を求める方法や生涯賃金を求める方法などがあ
る。後者の例としてWilkinson(注2)が試みた生涯所得の現価額(present values ofLifetime incomes)を推
計するやり方があるので,ここではWilkinsonが用いた方法を紹介するとともに,その方法でわが国の労働
者の生涯賃金を学歴別に試算した結果を紹介しよう。

Wilkinsonの方法は,ある年の学歴別年齢別賃金をもとに,それを一定の割引率(彼の場合5％,8％,10％の3種
類)で割引いて各歳時の年収額を求め,それを全就業期間について累計することにより義務教育修了時点に
おける生涯賃金を求めるというやり方である。その際,失業や死亡などによって所得が得られなくなる場
合も考慮に入れて,各年齢における失業率および義務教育修了時から各年齢までの残存人口比率を用いて
所得を調整している。また,所得税を控除した後の所得を用いており,退職年齢は65歳と仮定している。こ
の方法を算式で示せば,例えば大学卒の生涯賃金現価額は,

数式

となる。ここでYnはn歳時の年収額,Wnはn歳時の(1‐失業率),nP22,nP15,nP18は22歳,15歳,18歳からn歳ま
で残存している者の割合である。

またCn1,Cn2はそれぞれ高等学校,大学に在学しているn歳時の学費であり,rは割引率である。

次表はほぼこの考え方を用いて試算した結果であるが,いくつか異なる点がある。第1は,Wilkinsonは学歴
別,年齢別に賃金上昇率にほとんど差がないとして一時点の賃金を用いているが,わが国の学歴別,年齢別賃
金格差縮小傾向を考慮して,この試算においては,昭和33年から各年までの学歴別年齢別賃金上昇率を用い
て賃金額を調整した。費用についても昭和38年から各年までの上昇率を用いて調整した。

第2に,失業率や残存人口比率が学歴とさほど密接な関係があるとも思われないことなどにより,その2つの
要素は考慮に入れなかった。

第3に,Wilkinsonは65歳まで労働可能とみてその年齢までの生涯賃金を求めているが,わが国の場合55歳を
定年と定めている企業が多いことを考慮して,55歳までの生涯賃金を求めた。したがってこの試算に用い
た推計式は次のとおりである。

数式
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ここでYn1,Yn2,Yn3はn歳時における各学歴の年収額Cn1,Cn2はそれぞれn歳時における高校または大学の
教育費であり,次式によって求めた。

Yn=En(1+αn)n-15,Cn=Cn1(1+βn)n-15

Enはある年におけるn歳時の年収額,Cn1はある年におけるn歳時の教育費,αnは昭和33年から推計した各
年までのn歳時の定期給与の上昇率を学歴別特性を考慮して調整して求めた上昇率,βnは昭和38年から各
年までの高校(公立)または大学(国立,私立の加重平均)授業料の上昇率である。

rは割引率(現価換算率)であるが,ここでは1年もの定期預金金利が6.75％であることを考慮して7％とし
た。

この試算は,大学卒業者の就業分野が広範化していることを考慮して規模別に行った。第1表中の数値は現
価額自体はあまり意味がないので,大学卒を100とした格差で示してある。

第1表 生涯賃金現価額の学歴別格差
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なお,昭和44年の労働白書においても生涯賃金の試算が行われている。

(注3)そこで用いられた方法は,ある年の学歴別,年齢階級別賃金額を学校卒業時から55歳時まで積み上げ
て求めるやり方である。この方法によって,例えば大学卒の生涯賃金は次式によって求められる。

PV＝Σ5422Yn

労働白書においても上記により求めた生涯賃金から教育に要した費用を差し引いて教育費を考慮した生
涯賃金を求めているが,その場合の教育費の合計額もある年における累計額である。第2表はこの方法によ
り生涯賃金を推計した結果である。

第2表 生涯賃金の学歴別格差
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7.   生産関数による生産性上昇要因の分析

高度経済成長期における製造業の業種別生産性上昇要因を,コブ・ダグラス型生産関数を使って分析し
た。生産性の上昇要因としては,技術進歩によるもの,労働の資本への代替によるもの,および規模の利益に
よるものとに分け,業種別にどの要因が大きく寄与しているかをみた。

分析の対象業種は,繊維工業,1次金属製造業,パルプ・紙・紙加工品製造業,金属製品製造業,機械器具製造業
の5業種,計測期間は昭和34～45年の12年間とした。

推計式は次のとおりである。

Y=A10τt(pK)α(hL)β

logY=logA+τt+αlog(ρK)+βlog(hL)……………(1)

Y:実質国内総生産

t:タイムトレンド

ρ:稼働率

K:資本ストック(実質)

h:労働時間

L:就業者数

推計式は,実際には,それぞれの系列について平均との差の系列を作り作成した。平均との差の系列による
推計式は次のとおりである。

数式

(2)式の結果は次のとおりである。

第1表
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第2表
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(1)実質国内総生産

(2)資本ストック
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(3)稼働率

(4)就業者数
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(5)労働時間
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